
一　　　　（

十特撮
二別案
年区理
法人由
律事）
第双
六び
十厚
七生
号事
）務
第組
二合
首規
九約
十の
条一
の部．

規変
定更
にに．

基つ
づい
きて
’協

議議
決す
をる
経た
るめ
必’
要地
が方
あ自

．る治
。法

（
昭

剰

紙一

の特
と州
お区特
り人別
変事区
更及人
すび掌
る厚及
。生ひ
事厚
務生
組事

　会務
規組
約合
（規
昭約
和の
二変
十更

　六に
年つ
八い

　月て
十

　日
東

京

都

知

事

許

　可
）

提

出

者

右．案
平の　第
成議特二
十案別十
九を区三
年提人号
二出事
月す及
二る．一ひ

十。厚

杉

並一
区

長

の　　安
部

を

別

生

事

務

縄

会

規

約

の

変

更

に

い

て



　　4　　　32＾王（　　項　4局び麟事　員十ず　　収　施　第及第　項副第第特
務務こ」六’前こ・人こ行　十び十第を管十八別
を．艦のと条こ項の役の期附六第一一局理条条区時
代合規す・ののの規に親日　条五条項条者第中人別

。項許　効のこ在）年　　を貫入会条窮理は組事
　の可　力特の職　四　　制し役計第四琶取合務
　規の　を別規す　月　　るには管三項一入規組　定あ　有区約る　一　　　。改’理項申人後約合
　につ・す人に収・日　　　め議者のr及に（規
　かた　ゑ事よ入　か　　　る員一次第び選旧約
　か・日　｝反る役　ら　　　．。の人に一収佐和の

亭・婁婁嚢簑婁葦　婁奮董誉套蔓麦。蚕・

　管規　に務特任　る　　　　　ら。項不全た年変
　理的　お組刑期　　　　　　」　をに　」八更　者の　い合区中　た　　　　を・　加r．をを月す
　は施　て規人に　’だ　　　　削　え及『r＋る

　い閥　頂い擬に　規　　　　　　　rに任

　いい　の雫及　　あ　　　　の　　を管・肴
　はは　の第第　　た　　　　の　　心者
　　　　職十士　　日　　　職　　要及　副将　員条ハ　　か　　　　員　　なび

　奮髪．轟豪署　　　竈　苧憂

劉
紙



資　料

置
く

0

413　2
　二　者
第略年管二
　と理人項

に

定

め

る

ほ

か

会

計

管

理

．者

人

を

す着
る及
。び

　副
　管
　理
　者

の

任

期

は
、

第（　　　　第（
一千執は者一な格八議
条行’又
　機そば
こ関の副
のの在管
艦綴任理
合織期者
に）間に

を管・

置理
く者
〇一

人

及

び

副

管

理

中選
議任
員さ
のれ
資だ
格

を

失
う

。

条つ要条員
第た・件．の
一日を議任
項の獲会期
及前得の）
び日し議
第＝また員
二で日の
項と・か任
のすら期
規る’は
定。そ’
にたれ議
・よだを員
りし有一が
’’ ｵそ
管第なの

者理十く資．

3．2　第二　　　　第（
　　　十・・報は者一な格八議
略年管人条行∵’条つ要条員
　と・理及　機ぞ副第た件　の
　す者．びこ関の管一日を議任
　る’扱のの荏理項の獲会期
　。副．入組紐任　及前得の）
　管投合．織期又び日一し議
　一理　に）間は第また員
　者人　　中収二で日の
　反を管　議入項とか任
　び置理一　員役のすら期
　蚊く者　のに規る’は
　入。一　資選定。そ’
　役　人　格任にたれ議
　の　　’　をせ一よだを員
　任　副　失らりし有が
　は　理　一。た管第なの
　　　者　　者理十く資

新

旧

特

別

区

人

事

及

び

厚

生

事

務

組

合

規

約

の　一

都

を

変

更

す

る

規

約

新

旧

対

照

表

一旦一



　　　第（・3
例料額　十給は一
で’’　六与’前
定旅常　条∵管楽
め費勤及　　理第
る等のび議　一着四
。の副盛会　が項
　額管査の任及
　並理委譲・免び
　び考員早．す第
　に及の　　る　　　　　。五　．そび報管
　　　　　　項　のそ酬理
　　　　　　に　支の及者
　給地び・　規
　方の費融　定
　法職用管　す
　は員弁理　る
　’の償一者　　職
　条給の1　一員

す

る

。

　2第（
者　十執定員
の一割一行め
う管楽機る
ち．理　関。

’か者略の
管らは
理各’
者一議
が人員
議を及
会

の

同

意

を

得

て

選

任

選

任

）

5i

項

及

び

前

を項
置に
き定
’め

そる
のほ
定か
数’
．は必

条要
例な
で職

例料額収
で1’一’入

定族常役
め費勤及

第（　3
＋給は
六与1’則
条）管楽

る等のび議
。の割盛会
額管査の

理第
者四
が項
任に

並理委譲・見定
び者員員　す　　　　　めに及の．’　る
　　　　　。る．そび報管
　　　　　吏のそ酬理　　　　　．員支の及者
給地び・　そ
方の費副　の
．法職用管　純
は員弁翠　　の

’一

ﾌ償一者　職
条給の一’1　　員

すう
るち
。か

　2第（
者　十執定員
の副一行・めそ
う管楽機るの
ち理　関。他

’か者略の
管らは
理各．’

者一議
が人員
議を及
ム．　、
茜

の紋
同

意役
をは
得’
て議
選員
任の

び

知

識

経

験

を

有・

す

る

選

任

）

の

職

員

を

41

第一

置に
き定
’め

そる
のほ
定か
数’
は必
条要
例な
で吏

一2・


